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や年齢などが問題となると考えられる。 
③「不当に発信者の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」 

発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われ

た場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制

度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法

律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って、それ以外の目

的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべ

て、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具

体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや

脅迫等の行為に及んだ場合が考えられる。 
「害する行為をしてはならない」とは、民事上の義務を定めた趣旨であるが、この規

定に違反して発信者に損害が発生したときは、プライバシー侵害等の不法行為が成立す

ることとなる。 
 
４ 第４項 
(1) 趣旨 
本規定は、開示関係役務提供者が、第１項の開示請求に応じないことにより生じた損害

については、自己が発信者である場合を除いては、原則として損害賠償の責任を負わない

旨の免責を定めるものである。 
発信者情報は、一旦開示されてしまうとその原状回復は不可能であることから、開示関

係役務提供者が裁判外の請求を受けて即時の対応を求められた場合においては、短絡的な

判断をすることのないよう、厳に本条第２項に規定する義務等を遵守し、発信者の利益擁

護や手続保障に十分意を尽くすことが求められる。こうした法の要請に応える結果として、

開示関係役務提供者が判断に慎重となり、開示に応じなかった行為については、仮にその

判断が誤っていたことが事後的に明らかとなった場合であっても、それにより生じた損害

賠償の責任を一般則に従ってこれらの者に帰することとするのは酷に失すると言うべきで

ある。そこで、本項において、故意又は重過失がある場合にのみ責任を負うこととするも

のである。 
このように一定の政策目的を実現するために損害賠償責任の成立を重過失があった場合

に限定している例としては、他に失火責任（失火責任法）、緊急事務管理者の責任（民法第

698 条）、国の違法行為に関する公務員個人の責任（国家賠償法第１条第２項）等が挙げら

れる。 
なお、開示請求を認容する確定判決があった以降、これに従わず開示に応じない行為に

ついては、一律故意又は重過失が認められるため、本条による免責の対象とはなり得ない。 
 
(2) 用語の説明等 




